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北茨城市大津漁村センター指定管理者業務仕様書 

 
 
北茨城市大津漁村センターの指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、関係法

令によるほか、この仕様書によるものとする。 
 
１　趣旨 

本仕様書は、北茨城市大津漁村センターの指定管理者が行う業務の内容及び履行方

法について定めることを目的とする。 
 
２　大津漁村センターの管理に関する基本的な考え方 

(１)　大津漁村センターが、市内において水産業を営む者及び水産業に従事する者の親

睦と生産意欲の向上を図ることを目的として設置されたことに基づき、公の施設

であることを十分認識し施設の管理運営を行うこと。 
(２)　利用者に対し、公平平等な運営を行うこと。 
(３)　館内を常に清潔に保つこと。 
(４)　効率的かつ効果的な管理を行い、経費の削減に努めること。 
(５)　利用者のニーズを踏まえて、施設の管理運営方法を改善すること。 
(６)　個人情報保護対策を講じること。 
(７)　北茨城市と密に連携を図りながら、管理運営を行うこと。 

 
３　指定管理者が行う業務の内容 

(１)　施設の管理保全に関する業務 
ア　施設及び設備の維持管理に関すること 

(ア)　消防設備保守点検（年２回） 
(イ)　ボイラー保守点検（年２回） 
(ウ)　浄化槽保守点検（年１２回） 
(エ)　茨城県公衆浴場法施行条例で規定する水質検査（年１回以上） 

イ　施設内外の清掃（日１回以上） 
ウ　施設及び施設内の設備及び器具の点検修理に関すること（随時） 

(２)　大津漁村センターの運営に関すること 
ア　使用料の収受に関すること 

(ア)　使用料の徴収及び領収書の発行に関すること 
(イ)　使用料の減免に関すること 

イ　運営事務に関すること 
　月報・年報等の報告に関すること 

ウ　施設の利用促進に関すること 
(ア)　ＰＲ（取材への対応等を含む）に関すること 
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(イ)　情報の収集(他館との交流等を含む）に関すること 
(３)　利用者の満足度及び利便性の向上に関すること 

ア　アンケートの実施に関すること（年１回以上） 
(ア)　利用者の満足度アンケートの実施、分析に関すること 
(イ)　アンケート結果の実施業務への反映に関すること 

イ　接遇等利用者サービスの向上に関すること 
職員研修の実施に関すること（年１回以上） 

ウ　施設の DX（デジタルトランスフォーメーション）化に関すること 
　(ア)　利用者向け施設予約システムやキャッシュレス決済の導入を検討するこ 
　　　と 

(イ)　フリーWi-Fi 環境の導入を検討すること 

 

４　組織及び人員配置 
(１)　管理運営業務を実施するために必要な組織機構図を作成するとともに、労働基準

法を順守し、管理運営を効率的に行うための業務形態にあった適正な人員配置を

行うこと。 
なお、職員の体制は、施設の管理運営に支障がないよう配置するとともに、利

用者の要望に応えられるものとすること。 
(２)　責任者を１名配置すること。 
(３)　受付業務には常時１名以上を配置すること。 
(４)　消防法第８条の防火管理者を配置すること。 
(５)　消防法第１３条の危険物取扱責任者を配置すること。 

 

５　収支状況の管理 

(１)　月計・年計表の整理 
毎月の収入支出の状況を明らかにする月計表を作成し、さらに年計表を作成する

こと。 
(２)　収支帳簿の作成及び証拠書類の整理・保存 

収入支出にかかる帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、北茨城市から

の求めに応じて提示できるよう指定期間終了後５年間保存すること。 
(３)　他の経理との区分 

上記収支帳簿については、指定管理者が行う他の業務と区分して行うこと。 
 

６　施設設備及び物品関係 

(１)　すべての施設設備については、定期的に保守点検を実施すること。 
(２)　市は、別表に記載する備品を指定管理者に無償貸与することとし、指定管理者は、

施設の運営に支障をきたさぬよう各種備品の管理を行うこと。 
(３)　指定管理者の故意又は過失により貸与された備品を滅失し、又は棄損したときは

弁償すること。 
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(４)　指定管理者は、指定期間が満了したときは、貸与された備品等を市に返却するこ

と。 
(５)　指定管理者は、貸与された備品を経年劣化等により廃棄する場合は、市へ報告す

ること。この場合、市との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品を購

入または調達すること。 
(６)　指定管理者は、消耗品の交換、備品の購入、施設及び設備の小規模な修繕にかか

る経費については、年間累計３００千円までは負担すること。なお、詳細につい

ては、別途締結する協定による。 
(７)　前２項の規定により指定管理者が購入した備品は、指定期間終了後、市の所有に

属するものとする。 
(８)　指定管理者が任意に調達した備品については、原則として指定管理者の所有に属

するものとする。ただし、市と協議して合意した場合は、市の所有に属すること

ができるものとする。 
 
７　維持管理及び運営の書類関係 

施設の維持管理及び運営に当たっては、業務日誌、作業日誌、作業記録など必要な

書類を整理し、北茨城市からの求めに応じて提示できるよう指定期間終了後５年間保

存すること。 
 
８　事故･故障等異常時の措置関係 

施設内外において、事故・故障等の異常が発生したときは、北茨城市に報告し、指

示を受け、必要な措置を講ずること。 
ただし、緊急を要する場合又は軽微な事故・故障の場合は、指定管理者において必

要な措置を講ずるものとする。この場合、事後に、そのてん末について北茨城市に報

告すること。 
なお、緊急時対策、防犯・防災対策に関するマニュアルを事前に作成し、職員に指

導を行うこと。 
 
９　自主事業の実施 

(１)　指定管理者は、施設の設置目的に合致し、利用者の利便性を向上させると思われ

るものを、自主事業として実施することができる。 
(２)　自主事業に要する経費は、指定管理者の負担によるものとする。 
(３)　自主事業を実施しようとするときは、その概要等について事前に北茨城市と協議

すること。 
(４)　自主事業の実績を、事業報告書に記載すること。 
(５)　想定される自主事業の例は次のとおり。 

ア　利用者サービス向上に寄与するイベント及び講座等の開催 
イ　施設の一部を使用して実施する販売・飲食事業（自動販売機の設置、売店の設

置等）等 
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10　事業計画書及び報告書の提出 

(１)　事業計画書の提出 
指定管理者は、毎年度末までに翌年度の維持管理運営に関する事業計画書を作

成し、提出すること。 
(２)　業務報告書の提出 

業務の実施状況について、以下の内容を作成し提出すること。 
ア　入館者の実績に関する月計表を作成し、翌月の１０日までに提出すること。 
イ　利用料金及び減免の実績に関する月計を作成し、翌月の１０日までに提出する

こと。 
ウ　その他、業務の実施状況について北茨城市から求めがあった資料を提出するこ

と。 
(３)　事業報告書の提出 

業務の実績について、以下を内容とする事業報告書を作成し、毎年度終了後３

０日以内に提出すること。 
ただし、以下の内容以外についても、報告を求めることがある。 

ア　管理に関する実施状況及び利用状況に関する事項 
イ　使用料収入の実績に関する事項 
ウ　管理に係る経費の収支状況に関する事項 
エ　管理運営の体制 
オ　管理運営業務の実施状況 

 
11　上記以外の調査及び監査等 

(１)　北茨城市は、指定管理者が行う施設の管理の適正を期するため、必要があると

認めるときは、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告

を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。指定管理者がこれ

に従わなかった場合、北茨城市は、指定管理者の指定を取り消すことができる。 

(２)　北茨城市は、指定管理者が行う施設の管理の適正を期するため、指定管理者か

ら提出された事業報告書等に基づき、施設の管理運営業務の評価を行う。評価結

果によって改善が必要と認められた場合には、改善指導書により指導を行うもの

とする。指定管理者は、改善指導書による指導を受けた場合は、改善のための対

応策をまとめ、改善に取り組むものとする。 

(３)　北茨城市監査委員等が、指定管理者業務について必要があると認める場合、指

定管理者に対して出頭を求め、実地に調査し、又は帳簿書類その他の記録の提出

を求めることがある。 

 

12　指定期間終了後の引継業務 

指定管理者は、指定期間終了後若しくは指定の取消等により次期指定管理者等へ業

務を引き継ぐ際は、円滑且つ支障なく本施設の業務を遂行できるよう引継を行うとと
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もに、施設の管理運営に必要な情報を遅滞なく提供するものとする。 
13　管理の継続が困難になった場合等の措置 

(１)　指定管理者は、管理の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、

直ちに北茨城市に報告しなければならない。 

(２)　指定管理者の責めに帰すべき事由により管理が困難となった場合又はそのおそ

れが生じた場合、北茨城市は、指定管理者に対して改善の勧告や指示を行い、期

間を定めて改善策の提出及び実施等を求めることができる。この場合で、指定管

理者が当該期間内に改善することができなかった場合等には、北茨城市は、指定

管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を

命じることができる。 

(３)　指定管理者の経営状況が著しく悪化し、事業の継続が困難と認められる場合、

指定管理者に管理を行わせることが社会通念上不適当と判断される場合には、北

茨城市は、指定管理者の指定を取り消すことができる。 

(４)　上記（２）又は（３）により指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部

または一部を停止することとなった場合で、既に支払われた当該年度に係る指定

管理料がある場合は、指定管理者が管理を行わなくなった期間に相当する指定管

理料について精算し、北茨城市に返還するものとする。 

この場合において、当該金額は損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しない

ものとする。 

(５)　上記（２）又は（３）により指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部

または一部を停止することとなった場合、指定管理者は北茨城市に対して、当該

年度の指定管理料及び利用料金見込み額の１０％に相当する額を違約金として支

払わなければならないものとする。 

この場合において、当該違約金は損害賠償額の予定又はその一部と解釈するも

のとする。 

(６)　北茨城市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により管理の継続

が困難となった場合、北茨城市と指定管理者は管理の継続の可否について協議す

ることとする。 

 

14　その他 

(１)　本仕様書に記載のない事項については、北茨城市の諸規定に準じて、あるいはそ

の精神に基づき、北茨城市と協議を行った上で業務を実施することとする。


